
公益社団法人全日本病院協会会長 殿

健肝発o3 2 7第 5号

平成 31年 3月 27日

厚生労働省健康局がん・疾病対策課

肝炎対策推進室長

(公印省略)

「ウイルス性肝炎患者等の重症化予紡推進事業の実施についてj の一部改正について

標記については、平成 14年 3月 27日健発第0327012号厚生労働省健康局長

通知「特定感染症検査等事業についてj の別紙「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推

進事業実施要領j に基づき行われているところですが、今般、その一部を改正し、別添

のとおり発出いたしましたので、当該事業の円滑な実施にあたり、特段のご協力とご高

配をお願いいたします。
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(都道府県知事)

各|保健所設置市市長 I殿

| 特 別区区長|

(写) (別添)

健肝発o3 2 7第 3号

平成 31年 3月 27日

厚生労働省健康局長がん・疾病対策課

肝炎対策推進室長

(公印省略)

「ウイルス↑割干炎患者等の重症化予防推進事業の実施についてJの一部改正について

標記については、平成14年3月27日健発第0327012号厚生労働省健康局長

通知「特定感染症検査等事業について」の別紙「ウイルス'↑胡干炎患者等の重症化予防推進

事業実施要領j に基づき行われているところであるが、今般、その一部を別紙新旧対照表

のとおり改正し、平成31年4月1日から適用することとしたので通知する。
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(別紙) rウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」新旧対照表

改正後 | 改正前

(別紙)

ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領

第 1、2 (略)

第3 事業内容
1.....3 

4 陽性者フォローアップ事業

(1)陽性者のフォローアップ

(略)

①実施方法 (略)
②対象者‘
ア 1によりふー「陽性」又は「現在、 C型肝炎ウイルスに感染している可能
性が高い」と判定された者(以下「陽性者」という。)
イ (略)
ウその他、市町村や医療機関、職域で実施する肝炎ウイルス検査(以下
「職域の肝炎ウイルス検査!という n )客受けた者などからの情報提供等に
より把握した陽性者
フォローアップにあたっては、個人情報の取扱いに留意のうえ、必要に応

じ都道府県内の市町村や保健所設置市・特別区内の健康増進事業担当部局等
と連携を図るとともに、その実施においては、肝疾患診療連携拠点病院や市
町村等の適当と認められる実施機関に委託することができる。
なお、フォローアップの対象者を市町村等へ情報提供することにより、市

町村が実施する健康増進事業における陽性者フォローアップの対象とするこ
とができる。

(別紙)

ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領

第 1、2

第 3 事業内容
1.....3 

4 陽性者フォローアップ事業
( 1 )陽性者のフォローアップ
①実施方法
②対象者

(略)

(略)

(略)

ア 1により「陽性J又は「現在、 C型肝炎ウイルスに感染している可能性
が高いJと判定された者(以下「陽性者Jという。)
イ (略 )
ウその他、.市町村や医療機関などからの情報提供等により把握した陽性者

フォローアップにあたっては、個人情報の取扱いに留意のうえ、必要に応
じ都道府県内の市町村や保健所設置市・特別区内の健康増進事業担当部局等
と連携を図るとともに、その実施においては、肝疾患診療連携拠点病院や市
町村等の適当と認められる実施機関に委託することができる。
，なおL フォローアップの対象者を市町村等へ情報提供することにより、市
町村が実施する健康増進事業における陽性者フォローアップの対象とするこ
とカfできる。
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改正後 改正前
，-' 

(2)初回精密検査費用及び定期検査費用の助成 (2)初回精密検査費用及び定期検査費用の助成

①実施方法 ①実施方法
(略) (略)

②対象者 ②対象者

ア初回精密検査 ア初回精密検査
以下の全ての要件に該当する者 以下の全ての要件に該当する者
a (略) a (略)

b _1年以内に本事業における肝炎ウイルス検査蓋」えは健鹿増進事業の b 1年以内に本事業における肝炎ウイルス検査茎は健康増進事業の肝炎
肝炎ウイルス検診文は職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定さ ウイルス検診において陽性と判定された者
れた者

c (略) c (略)

イ定期検査 イ定期検査
C略) (略)

③助成対象費用 ③助成対象費用

(略) (略) ‘巴、

④助成回数 ④助成回数
(略) (略)

⑤検査費用の請求について ⑤検査費用の請求について
ア初回精密検査 ア初回精密検査
a 本事業に茜 I士る肝炎~ルス検査文は健康増進事業の肝炎虫壬ルス検 対象者は、別紙様式例4による請求書に、医療機関の領収書、診痕明縮
診において陽性と判定された者の場合 書及び肝炎ウイルス検査の結果通知書を添えて、都道府県知事に請求する
対象者は、別紙様式例4ニlによる請求書に、医療機関の領収書、診療 ものとする。

明細書及び肝炎ウイルス検査の結果通知書を添えて、都道府県知事に請
求するものとする。
b職域の肝炎空壬ルス検査において陽性と劃定された者の場合
対象者は当iJ!J紙様式銅4ー 1によ益詰求書にミ医療機関の鍾収書s 詮療

明細書s 肝炎~ルス検査の結果通知書主別組様式倒 4-2 によ長職域の
肝炎~ルス検査査受 I士た」とについての証明書 u益下「職域検査受検証 ¥ 
明書」とい歪g__J 〔対象者が保有している場合に限益g__J及び w の陽
性者のフ~ローアップ文は健康増進事業における陽性者フ生ローアップの
国意書~れらのフ~口ーア y プの固意査 Lていない場合に醒益g__J査添
えてs 都道府県知事に詰求すM のとす益a

都道府県は急対象者からの詰求に職域検査受検証明書の添位が在七対
象者が職域の肝炎~ルス検査ま受 l土たこと査確翠でき荏い場合はs 対象
者本人の固意査鍾てs 別紙様式倒4-3に主日医療機関に照会査ITいs 及
び医療機聞から回答を受ける」とができる。
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J 

改正後

イ定期検査
(ア)対象者は、別紙様式例4ニ土による請求書に、医療機関の領収書、

診療明細書、申請者が属する住民票上の世帯のすべての構成員(以下
「世帯構成員J という。)の住民票の写し、次項に定める課税等証明書

等及び別紙様式例5による医師の診断書を添えて、都道府県知事に請
求するものとする。

(イ)自己負限度額階層区分の認定に係る課税等証明書等の提出について
.JL_別表による自己負担限度額階層区分の甲に当たる場合、世帯構成.

員に係る市町村民税課税証明書等を提出するものとする。一方、乙に

あたる場合は、世帯構成員の住民税非課税証明書を提出するものとす
る。

ただし、申請者及びその配偶者と相互に地方平出去上及び医療保険
上の扶養関係にない者(配偶者以外の者に限る。)については、別紙
様式例フによる市町村民税額合算対象除外希望申請書に基づき、世帯

構成員における市町村民税課税年額の合算対象から除外することを認
めることができるものとする。

b 市町村民税課和年額の算宜に当たっては、次に定めるところによるも

盟主主盈L

i盆一平成24年度以降分の市町村民税課税年額の算定に車たっては、
「控除廃止の影響を受ける制度等(厚生労働省健康局所管の制度に

限る。)に係る取扱いについてJ (平成23年 12月21日健発
1221第8号車生労働省健康局長通知)により計算を行うものとする。

(b) 平成30年度以降分の市町村民税課税年誼の算定に当たっては、
市町村民税所得割の納税義務者が地方自治法(昭和22年法律第6
7号)第 252条の 19第 1理の指定都市の区域肉に住所を有する
場合については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部存改正す
る法律(平成29年法律第2号)第 1条による改正前の地方組法に
規定する市町村民税所得割の標準税率 (6~も)により算定を行うも
のとする n

改正前

イ定期検査
(ア)対象者は、別紙様式例4による請求書に、医療機関の領収書、診療
明細書、申請者が属する住民票上の世帯のすべての構成員(以下「世帯事
構成員J という。)の住民票の写し、次項に定める課税等証明書等及び

別紙様式例 5による医師の診断書を添えて、都道府県知事に請求するも
のとする。

(イ)自己負担限度額階層区分の認定に係る課税等証明書等の提出について

別表による自己負担限度額階層区分の甲に当たる場合、世帯構成員に
係る市町村民税課税証明書等を提出するものとする。一方、乙にあたる

場合は、世帯構成員の住民税非課税証明書を提出するものとする。
ただし、申請者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の

扶養関係にない者(配偶者以外の者に限る。)については、別紙様式例
7による市町村民税額合算対象除外希望申請書に基づき、世帯構成員に

おける市町村民税課税年額の合算対象から除外することを認めることが

できるものとする。

(新規)

主主主一平成24年度以降分の市町村民税課税年額の算定に車たっては、
「控除廃止の影響を受ける制度等(厚生労働省健康局所管の制度に限
る。)に係る取扱いについてJ (平成 23年 12月21日健発1221第8号
厚生労働省健康局長通知)により計算を行うものとする。

(新規)

L 
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改正後 改正前

(c) 平成30年M_A降においてミ自詰者査含む世帯撞成量のいずれかが2 (新規)
未婚のひと日親としてJ虫方程法第 ~92条筆 1 軍第 1 1号:i.9:_i夫と
死別しs 若し三は夫と離婚した後婚掴査してい主い者又は夫の生死の阻
らかで主い者で政金で定め益査の」とあ益の査「婚掴によら主いで母と
なった女子であって釜理に婚摺査していないものJと謹み替えた場合に

)~ / 

国号イに誌当することとなる者文は国項第 12号白「萎と死.WJしs 若し
三は妻と離婚した後婚掴査してい怠い者文は妻の生死の盟主かで在い者
で政金で定め盈査のJと畠盈のま「撞盟によ己主いで主主となった里子で

ー畠ってs 現に婚担してい主いもの」と読み替えた場合に国号に謹当する
」ととなる者で畠るときは釜その者査固工星第 11号イに定める寡娼文は
国項第 12号に定める寡夫とみなして主同法箪 295条第 1項の盟定に
。よ日当該市町村民雄が課室れ主いことと主益者としてs 文は団法第31 
4条の 2第1):星第8号の盟主によ益寡婦控除及び主義夫控除並びに固条第
3壇の想定に主益特別寡婦控除が適用主れた場合の虚鍾割額査用い盈」
ととしてs 算定走行三』とがで童益査のとす盈a

(ウ) (略)
(ウ) (略)' ⑥検査費用の支払いについて

⑥検査費用の支払いについて (略)
(略)

第4 実施に当たっての留意事項
第4 実施に当たっての留意事頃 (略)

(略)
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改正後 改正前

(別表) (略) (別表) (略)

(別紙様式例1)....; (別紙様式例 3) (別紙様式例 1) ，." (別紙様式例 3)

(略) (略)

(別紙隊式f7~4)

0l!1盆i1îま~箇丑=-l..2
肝炎検査資用制求書(初回柑総検査・定期検査) 年皮間関)

E王窓鎗脊費国請求書【初回踏詣徹夜 } 年 月 日

!E 且 目
000知事殿

QQQ知事 !'il 
肝炎検波{初回t，，~告検:ti.' J.t:WH金'J!f)に裂したn-.mを下況のとおり :11おします脚色

庇~鎗盗 !1ll図盤2監t産量Q に墜し怠宜凪支::E:.Eの主~盆LZ主主A
宮両3止命制・ 内

鈎~傘1f.(L; Pl 
Z青来事干上;;;;$; 時1

主丹求者Eと名・ 府1 フリ :t!ナ f宝jJlJ 生年月間

7!ガナ l也1J!l 1 生年月日 対象者氏名 [~女| "" 
月 l'l~昆

さ~ I .l!L_S I 笠 a Eヨι 千

ヱ イ主 E時

怠___m 手立総督予号

宵U，Iiイ骨同 f 3 被保険者 $11求者

銭主主銭感J主EE与 1と丘豆三色圭尭盆附
氏 名 との純情

保険磁jJlj 協..m・北.tl;・彼 被 保 険 者2正

1llィill11主t1:i:総 加入~燦 の ite号 .t昏号

迦込医Jll
，盤底館主止 協:..1呈~箆

の記号'1昨号 係 険 被 F棋院有者ト2正

i忠一Jit 主主fls隆宣:直E 発行機関名

発行機関名
1Jf主Et畠

互主， 1鎚 .フロガナ

之主足立こ 口座$';官

旦血条主主 仮込口'*
金融機関名 1賭 品 開 |

経込旦E草
企画主滋限傘 lru也|

|口師号|口'*担R1l'l

旦血盟主!L 1.!1盗盤 i -以促前i臨に本貰書z室mでl検限進前i党mJEH2相断支華5払t-い!lQを出去しをけた丸1括I合lo合(1、唖絵もEしT〈i主主停Hf以縦夜内に九肝回炎移治縦特別
炎から 行など術

E益金量のlli!t2 日 QQ岱i置!J'i盛sι記主主S白1I:が強銭玄i&出量:t.吾1li盗2.:1_ルX 盆ruヒ宅t!土怠2二主や盛 i絡E師にの変E化"，が併設あ以弔外たの場合ものi立Eでhあ<.) 
::!ルス倍宜~ ZZするため必望書がある左きは、上:te対象台が聡肢でZE絡する肝炎ウイノレ耳輪資を受け

って、都道府県が定める方法で約悠を磁認できる

官!t邑盟企の 滞納検の定省略期 場合

医盟国凶への たかζ空かについて議 liß伎の~イルス燈~紗!ri通知釜又，:1峰崎隆楽堂控mllil:に
織で ロ ~，附の鈴耐f寄

包含 lレ自!.l Z倒的lillA除問iこ腿食生1iい邸主隠tA滋胸、硝li1:営li:畳;;;主lこ殴訟uお 容認I(レ肉1) -同一骨!æ内で、立問闘のま1'~1l又B高1時1肝占炎問治機械の特内別省促進事業の没給者総の交付の後
本中測をffう慨に、以前田中 谷の昔u耳である掛合.

揖 r.直抵の!!f宜主:L!!:.ス撞宜主珪!tた型企師陣盟国圏内同町宮L!2置に!6盆畠宜主人前伊墨寸・壬型企にレ自t宜起入して ロ t仕干腔1持成良の住民軍需の怒し

4広主主こ』 ロ 散布構成民的鋭税符:liE1問書符:l1.1~住民説非課位置EI拘置F

聖書1Il畠車にl蛇堅田聞の盟E宜，控盟国担査畠てlli童生:i.!.レス酷匿の措E週!!l宜主酷位し主豆だ2戸、 口 市町村民従矧合算対象除外精製.，.納容

車盟国主主量主壬証書生五ル，.睦車宮君l!畠坦ftl主畠韮出藍量出証!.!.llLC由宜」エr吾撞仕iこ血盃 u立田盟世7 主 離 r殴l!f闘庶民41::は‘勾l紺1t4'属する住民減.1;.<1>此構内サAτ時間IJ:A曲二告をいい請にす.

町一アZプ町田草萱 t阻E生l..:l:い桂い型立に臨吾.__Lh極性」で孟~い 当隆副削情聴検庄の噂合、本蹄*iIIl~眠蝦風聞の倒組事.酔咽~l掴遣事及。肝提タイルス腕袋町精製噛)lIi1f-tt障付して〈だきh、

誕 百盛田国iこよう主1.1..陸型!!I.l!1<霊に宜ill1l!かか丑1目立があE主ナ泊!..主的宜illlま自己自臨主岳旬主主. 離匁t用除宜内U;.jl<".. 依:h市町ヰ眠韓同1聞の制限羽野、世揖'"捕獲、批昨構成員由住民商の寧L、批併構成良の皿臨"IIJfA2P事

《必要により市町村民悦割合算対象陣外相位認申訓嘗}毘は住民脱~;n:揖，]，1;間賞.Ji.1J'眠聞の位断賞金障付してくださ‘、.

な朝、み:a東作民脱出する掛合同、輯滋iII閉~-Ii時ナ号5ことがで.e-まずe

総出曜摘i鳴によっては.世車刷細温f"('位岡野に貨JJIがかかる岨11-.がありますが‘そ件費湘は自己負担と申.'"執、
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改正後

(~If紙係式例4-2)

職波検査受給Z正明古

下記の滑について、当権問において、職島置で~Ji註する肝炎ウイルス検夜を受け

たことを1fiEf!flしますe

.li.a 

氏名:

検査苦手号:

験型F 日 r 続舟日

験干下結集i商知日 t 停 月 日 《

で.件ffi_ '"下如liHJ咋， t正月日 ~ll在位するこ~i.I~で者るa
〔C※…一検蛸町……査輔問脅制…号…は…了滋帰一する肺訴号I代え

※ 氏名 酬を省 すると で…獅加…………号牝吋山…に町凶山…!一仇町……一t枕町…一え灯山一て性市住師所
企主盆三』

※ 持管日 I:L'芭t置を<r..汗すると~がで，ltる白

主一旦一一旦

医療機関名: 印

亙jg_些」

湿草議主i

」盗L
※ 本ZiE明苫は、聡h置で実施する肝炎ウイルス怜資において防性企判断された方が都道府県

lこ籾向精需給樫'ltmの助成宇羽王位十る際に‘添付l.~fti ~して弘容)-なろおので十a

※ 初回精密険資資mの助成を受けるには、お住まいの都道府県文i士市町村i.I~行う仮療機関

受診状況のフオ Eーアザプに問.t:V:していた哲〈と)-1Jも~，暫kな町主寸倫初開絡事告険資食用

の助成について詳し<I主.お住まいの部i賞府県のR干安対策担当沼署にお問い合わせ下さい自

改正前

(新規)
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改正後 改正前

(新規) 月L

回~錨盛Bìffd4- 3) 

(際線機関名) 倒l'ls

級肢での肝炎ウイルス検殺の実施に関する照会について

ヱiT.Cの!tfについてョ QQ翻li誌lll!!供において舷窓2:i.ルスに鐙る釦[!'!]ID宣盤tt.ru:!1の塑1M.:
笠2 にMiた E 必誓であ2ためお主恨の者が~飽においてJ自主主で~砲す21ff話~イ Jレス主主
ID;::玄・!:tt.;:;かと2かについてl懸念u玄ので.ヱ湿の堕答錨!;E入のよ当Ai宣して王室いi!

主よ2お短いし迄:t.

宗主主..2E照会に註鐙図が函符2とるこ主についてi士通zf5.ムのl留意-玄:ill玄い室主.
{法l ヱZ芭の軍ーがE以主で:ill詰寸・~ウ:il.レスtまffす~けたかどうかlこついて‘:Dilの賓の絞殺tæに
照会しないで官主~

E皇
戸

フりガナ l1_'lJIJ ~4? 革拝 }j 口

丞一一ゑ 2L..k ~ 且 11年

法一一匪
.J:_一」ニ

盤盗11 句三 a n |銭授館通知fll ~ E g 

笠 E 臣、

OO!!j\ロロ1!!~ð.ð. na! 盤。吋122

底 :(1:地 t

官~gTí押干it..;
くlB炭機凶図笠飽〉

※ l送王のいn主力、にチエなクのt.返信してilいa
ロ よEの!lは孟遺書皇陵3盤!!!でã護主2llI傘立イノレスー盤:Jlß主~た書とnめま2と昆
口 上飽の者l土s 当機凶で職~実施主る貯塗ウイルス主主ヨ主主受けた宥と認&.2れませんョ

正月日

医療機llil名:

l:!1道館苫・起当L

底:tEJ!~ : 

貫主招待分:
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改正後

{知l紙段式例4-4)

肝号発検守笠智照舗求訴{定期検餐) ( 年燈 由自}

♀♀鎚1L1笠

'7 ~_:t!卒

就象家数ゑ

ー四・ーー甲一目Ij二町一一二ニ
怠一一m

滋込広道i

盆盤金主Z
斗と臨ム

(別紙様式例5) (別紙様式例7)

(略)

経一__lL_jJ.

改正前

(新規)

-------

'̂ 

(別紙様式例5) (別紙様式例7)

(略)
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(参考:改正後全文)

ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について

(別紙)

健肝発0331第 1号

平成 26年3月31日

最終一部改正

健肝発0327第3号

平成31年3月27日

ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領

第 1 事業目的

この事業は、利用者の利便性に配慮した肝炎ウイルス検査を実施することにより肝炎ウイ

ルス陽性者を早期に発見するとともに、相談や啓発及び陽性者のフォローアップにより早期

治療に繋げ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的とする。

第2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、次のとおりとする。'

1 第3の 1......3及び4の(1 )の事業

都道府県、政令市(地域保健法(昭和 22年法律第 10 1号)第5条の政令で定める市

をいう。以下同じ。)及び特別区

2 第3の4の (2)の事業

都道府県

第3 事業内容

1 肝炎ウイルス検査

( 1 )実施方式

保健所又は委託医療機関等(地域の医師会等の理解と協力を得て、医療機関等を選定。)

において実施。

また、保健所及び医療機関以外の検査会場においても、当該検査を実施することができ

るものとする。

ただし、この場合は、採血等の実施に必要な条件を満たすこと。

なお、保健所以外の検査会場における検査事業に要した費用については、検査受検者か

らは徴収しないこととする。

( 2)対象者

本検査の受検を希望する者とする。

ただし、過去に本検査を受けたことがある者、医療保険各法その他の法令に基づく保健

事業等のサービスを受ける際に、合わせて当該肝炎ウイルス検査に相当する検査を受けた
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者又は当該検査を受けることを予定している者若しくは健康増進事業の対象者について

は除くものとするが、結果的に受けられなかった者文は再検査の必要性のある者について

は、この限りではない。

(3 )肝炎ウイルス検査の実施

肝炎ウイルス検査の項目は、 B型肝炎ウイルス検査及びC型肝炎ウイルス検査とする。

① HBs抗原検査

凝集法等による定性的な判断のできる検査方法を用いること。

② HCV抗体検査

HCV抗体検査として体外診断用医薬品の承認を受けた測定範囲が広く、高力価群、

中力価群及び低力価群に適切に分類することのできる HCV抗体測定系を用いること。

③ HCV核酸増幅検査

HCV抗体検査により中力価及び低力価とされた検体に対して行うこと。

④ HCV抗体の検出

HC V抗体の検出として体外診断用医薬品の承認を受けた定性的な判断のできる検

査方法を用いること。本検査は省略することができる。

(4)肝炎ウイルス検査の結果の判定(別紙参照)

① HBs抗原検査

凝集法等を用いて、 HBs抗原の検出を行い、陽性又は陰性の別を判定。

ただし、 HBs抗原検査は、 B型肝炎ウイルスの感染の有無を直接判定することが難し

い場合があることに留意すること。

② HCV抗体検査

ア HCV抗体高力価

検査結果が高力価を示す場合は、「現在、 C型肝炎ウイルスに感染している可能性が

高い」と判定。

イ HCV抗体中力価及び低力価

検査結果が中力価及び低力価を示す場合は、

ウ陰性

HCV核酸増幅検査を行うこと。

各検査法でスクリーニングレベル以下を示す場合は、「現在、 c型肝炎ウイルスに感

染している可能性が低いj と判定。

③ HCV核酸増幅検査

HCV抗体検査により、中力価及び低力価とされた検体に対して、核酸増幅検査を行

い、 HCV-RNAの検出を行い、検出された場合は、「現在、 C型肝炎ウイルスに感

染している可能性が高いJと判定、検出されない場合は、「現在、 C型肝炎ウイルスに

感染している可能性が低いj と判定。

⑤ HCV抗体の検出

HCV抗体の検出として体外診断用医薬品の承認を受けた定性的な判断のできる検

査方法を用いて、 HCV抗体の検出を行い、陽性文は陰性の別を判定。陽性を示す場合

は、 HCV抗体検査を必ず行うこと。陰性を示す場合は、「現在、 C型肝炎ウイルスに
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1 
感染している可能性が低いj と判定。

なお、いずれの検査についても、その結果の判定に当たっては、検査に携わる医師に

よって行われるものであること。

(5 )指導区分

HBs抗原検査において「陽性jと判定された者及びC型肝炎ウイルス検査において「現

在、 C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高いjと判定された者については、医療機

関での受診を勧奨する。

HBs抗原検査において「陰性Jと判定された者及び、C型肝炎ウイルス検査において「現

在、 C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定された者については、検査結

果と検査日を記録しておくことを勧奨する。

(6 )検査の結果

検査の結果については、別紙を参考として指導区分を付し、受診者に速やかに通知する。

2 B型及びC型肝炎ウイルスに関する相談事業

医師等により、肝炎文は肝炎ウイルス検査に関する相談を行うものとする。

3 職域検査促進事業

( 1 )実施方法

職域での健康診断を実施する保険者(協会けんぽ等)(以下「保険者」という。)や肝

炎ウイルス検査を実施する医療機関(以下「検診機関j という。)の協力を得て、以下

①又は②により肝炎にかかる啓発若しくは肝炎ウイルス検査への勧奨を行うものとす

る。

この場合、保険者や検診機関と実施方法について協議の上、肝炎ウイルス検査の個別

勧奨のための資材等の提供、若しくは同等の効果を得られると考えられる啓発用資材の

提供を行うものとする。この際、必要と認められれば、保険者や検診機関に対し当該内

容を委託することができる。

併せて、資材等の提供文は委託を行った保険者、検診機関に対しては、以下③により

報告を受けるものとする。

①全国健康保険協会(以下「協会けんぽj という。)等の場合

協会けんぽ等(各都道府県の協会けんぽ支部、国民健康保険組合、等)が行う肝炎ウ

イルス検査の実施に際して、加入する事業所の従業員等に対する肝炎対策への理解浸

透、及び肝炎ウイルス検査への受検を促すよう、検診機関文は加入事業所を通じて肝炎

にかかる啓発若しくは肝炎ウイルス検査への勧奨を行うものとする。

②健康保険組合等の場合

健康保険組合等が実施する職域健診等において、検診機関による肝炎ウイルス検査の

実施に際して、加入する事業所の従業員等に対する肝炎対策への理解浸透、及び肝炎ウ
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イルス検査への受検を促すよう、検診機関文は加入している健康保険組合等を通じて肝

炎にかかる啓発若しくは肝炎ウイルス検査への勧奨を行うものとする。

③実施状況の取りまとめ

上記①及び②により実施する場合、別紙様式例 1により報告がなされるよう協力を求

めるものとする。この際、勧奨を行った者の動向の把握が困難であれば、啓発又は勧奨

を行った事業所など一定の範囲を区切って報告を求めるなど、工夫されたい。

(2 )対象者

啓発の対象は、事業所の従業員とする。ただし、効率等を勘案して事業所毎に行うなど

計画的に実施されたい。

また勧奨の対象は、基本的に、過去、肝炎ウイルス検査を受けていない者とするが、こ

の際、当検査を受けているか不明である場合は、可能性のある者まで幅広く勧奨すること

も可とする。

(3 )留意点

上記の実施においては、肝疾患診療連携拠点病院からの協力を得て、適切な情報が提供

されるよう留意されたい。また、「肝炎患者等支援対策事業j又は「肝炎情報センタ一戦

略的強化事業Jに定める事業を活用し、必要に応じて事業所の従業員に対する説明を併せ

て実施するなど本事業の効果が上がるよう工夫されたい。また、必要であれば、自治体が

行う肝炎ウイルス検査の案内を行うなど、希望する者が当検査を受けられるよう配慮され

¥ たい。また、(1 )③による報告の際、外部に個人が特定されるようなことが無いよう、

取扱いについて留意するとともに、必要により保険者や検診機関など関係者と協議された

い。

なお、肝炎ウイルス検査の勧奨にあたっては、自主的な受診を促す形で行うとともによ

必要によっては検査希望者を募るなど各者の意向に沿った対応が図られるよう留意され

T こい。

4 陽性者フォローアップ事業

( 1 )陽性者のフォローアップ

①実施方法

都道府県等が、男IJ紙様式例 2による同意書等により肝炎ウイルス検査の前または後で

本人の同意を得ている対象者に対し、別添様式例3による調査票を年 1回送付する等に

より医療機関の受診状況や診療状況を確認するとともに、未受診の場合は、必要に応じ

て電話等により受診を勧奨する。

②対象者

ア 1により、「陽性」文は「現在、 C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高いj と

判定された者(以下「楊性者」という。)
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イ(2) の検査費用の請求により把握した陽性者

ウその他、市町村や医療機関、職域で実施する肝炎ウイルス検査(以下「職域の肝炎

ウイルス検査j という。)を受けた者などからの情報提供等により把握した陽性者

フォローアップにあたっては、個人情報の取扱いに留意のうえ、必要に応じ都道府県

内の市町村や保健所設置市・特別区内の健康増進事業担当部局等と連携を図るとともに、

その実施においては、肝疾患診療連携拠点病院や市町村等の適当と認められる実施機関

に委託することができる。

なお、フォローアップの対象者を市町村等へ情報提供することにより、市町村が実施

する健康増進事業における陽性者フォローアップの対象とすることができる。

(2 )初田精密検査費用及び定期検査費用の助成

①実施方法

ア対象者が保険医療機関(健康保険法(大正 11年法律第 70号)に規定する保険医

療機関をいう。)において初回精密検査又は定期検査を受診し、医療保険各法(高齢

者の医療の確保に関する法律(昭和 57年法律第 80号)に規定する医療保険各法を

いう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する

給付を受けた場合、対象者が負担した費用を交付する。

イ前項の金額は、医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法

律の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した検査費用の額

の合計額から医療保険各法文は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療

に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額とする。

ただし、②のイに該当する者については、 1回につき、次の aに規定する額から b

に規定する額を控除した額とする。

a 医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によ

る療養に要する費用の額の算定方法の併により算定した検査費用の額の合計額か

ら医療保険各法文は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する

給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額

b 別表に定める自己負担限度額

この際、別表甲文は乙に該当するかについては、⑤イ(イ)により申詰者から提

出された課税等証明書等により確認するものとする。なお、別表に該当しない場合、

又は当該控除した額が零以下となる場合には、助成は行わない。

②対象者

ア初回精密検査

以下の全ての要件に該当する者

a 医療保険各法の規定による被保険者文は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に

関する法律の規定による被保険者

b 1年以内に本事業における肝炎ウイルス検査若しくは健康増進事業の肝炎ウイ

ルス検診文は職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者

c ( 1 )の陽性者のフォローアップに同意した者
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なお、健康増進事業における陽性者フォローアップに同意している者も対象とす

ることができる。

イ定期検査

以下の全ての要件に該当する者

a ~療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関

する法律の規定による被保険者

b 肝炎ウイルスの感染を涼医とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経

過観察を含む〕

c 住民税非課税世帯に属する者文は市町村民税(所得割)課税年額が 235，000円

未満の世帯に属する者

d (1)の陽性者のフォローアップに同意した者

なお、健康増進事業における陽性者フォローアップに同意している者も対象とす

ることカfできる。

e 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない者

③助成対象費用

ア初回精密検査

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として都道府

県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。

a 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)

b 出血匝凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間

c 血液化学検査(総ビリルビン、直接ピリルピン、総蛋白、アルブミン、 ALP、

ChE、r-GT、総コレステロール、 AS丁、 AL丁、 LD) 

d 腫嬉マーカー (AF P、AFPー L3%、PIVKA-II半定量、 PIVKA-II 

定量)

e 肝炎ウイルス関連検査 (HB e抗原、 HBe抗体、 HCV血清群別判定、 HBV

ジェノタイプ判定等)

f 微生物核酸同定・定量検査 (14BV核酸定量、 HCV核酸定量)

g 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))

イ定期検査

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び上記の検査に関連する費用として都道府

県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。

なお、野硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてC

T撮影又はMRI撮影を対象とすることができる。

また、いずれの場合も、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象とする。

④助成回数

初回精密検査、定期検査の助成田数は次のとおりとする。

ア初回精密検査

1回
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イ定期検査

1年度2囲(アの検査を含む)

⑤検査費用の請求について

ア初回精密検査

a 本事業における肝炎ウイルス検査文は健康増進事業の肝炎ウイルス検診において

陽性と判定された者の場合

対象者は、別紙様式伊~4 ー 1 による請求書に、医療機関の領収書、診療明細書及び

肝炎ウイルス検査の結果通知書を添えて、都道府県知事に請求するものとする。

b 職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者の場合

対象者は、別紙様式例4ー 1による請求書に、医療機関の領収書、診療明細書、肝

炎ウイルス検査の結果通知書、別紙様式例4-2による職域の肝炎ウイルス検査を受

けたことについての証明書(以下「職域検査受検証明書Jという。)(対象者が保有し

ている場合に限る。)及び(1 )の陽性者のフォローアップ文は健康増進事業におけ

る陽性者フォローアップの同意書(これらのフォローアップの同意をしていない場合

に限る。)を添えて、都道府県知事に請求するものとする。

都道府県は、対象者からの請求に職域検査受検証明書の添付がなく、対象者が職域

の肝炎ウイルス検査を受けたことを確認できない場合は、対象者本人の同意を得て、

別紙様式例4-3により医療機関に照会を行い、及び医療機関から回答を受けること

ができる。

イ定期検査

(ア)対象者は、別紙様式伊IJ4-4による請求書に、医療機関の領収書、診療明細書、

申請者が属する住民票上の世帯のすべての構成員(以下「世帯構成員」という。)

の住民票の写し、次項に定める課税等証明書等及び別紙様式例5による医師の診断

書を添えて、都道府県知事!こ請求するものとする。

(イ)自己負担限度額階層区分の認定に係る課税等証明書等の提出について

a 別表による自己負担限度額階層区分の甲に当たる場合、世帯構成員に係る市町

村民税課税証明書等を提出するものとする。一方、乙にあたる場合は、世帯構成員

の住民税非課税註明書を提出するものとする。

ただし、申請者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係に

ない者(配偶者以外の者に限る。)については、別紙様式例7による市町村民税額

合算対象除外希望申請書に基づき、世帯構成員における市町村民税課税年額の合算

対象から除外することを認めることができるものとする。

b 市町村民税課税年額の算定に当たっては、次に定めるところによるものとする。

(a)平成 24年度以降分の市町村民税課税年額の算定に当たっては、「控除廃止

の影響を受ける制度等(厚生労働省健康局所管の制度に限る。)に係る取扱い

についてJ(平成23年12月21日健発 1221第 8号厚生労働省健康局長通

知)により計算を行うものとする。

(b)平成30年度以降分の市町村民税課税年額の算定に当たっては、市町村畏税
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勺、

所得割の納税義務者が地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 252条の 1

9第 1項の指定都市の区域内に住所を有する場合については、地方税法及び航

空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第 1条によ

る改正前の地方税法に規定する市町村民税所得割の標準税率 (6%)により算

定を行うものとする。

(c) 平成30年9月以降において、申請者を含む世帯構成員のいずれかが、未

婚のひとり親として、地方税法第 292条第 1項第 11号イ中「夫と死別し、

若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者文は夫の生死の明らかでない者

で政令で定めるものjとあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、

現に婚姻をしていないものjと読み替えた場合に同号イに該当することとなる

者文は問項第 12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていな

い者文は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるものjとあるのを「婚姻に

よらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた

場合に同号に該当することとなる者であるときは、その者を同項第 11号イに

定める寡婦又は同項第 12号に定める寡夫とみなして、問法第 295条第 1項

の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者として、文は同法第3

1 4条の 2第 1項第8号の規定による寡婦控除及び寡夫控除並びに同条第3

項の規定による特別寡婦控除が適用された場合の所得割額を用いることとし

て、算定を行うことができるものとする。

(ウ)対象者は申請の際、上記(ア)及び(イ)によらず、以下要件に該当する場合は、

以下に掲げる書類を省略することができる。

a 医師の診断書

以下のいずれかに該当する場合。なお、 (a)、(b)については慢性肝炎から肝硬

変への移行など病態に変化があった場合を除く。

(a)以前に同じ都道府県知事から定期検査費用の支払いを受けた場合

(b) 1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した場

A‘ 
口

(c)医師の診断書以外のもので、あって、都道府県が定める方法で病態を確認でき

る場合。ただし、都道府県が別紙様式例6により当該確認方法について厚生

労働省に事前に申請し、応諾された場合においてのみ、診断書の代わりとで

きるものとする。

b 世帯構成員の住民票の写し、世帯構成員の課税等証明書等文は住民税非課税証

明書、市町村民税額合算対象除外希望申請書

以下に該当する場合において、従前に都道府県知事へ提出した書類と同様の内

容である場合。なお、いずれも同一年度内で同じ都道府県知事に対し行われる場

合とする。

(a) 1田目の定期検査費用の助成を受けた場合

L 
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(b)肝炎治療特別促進事業による肝炎治療受給者証の交付を受けた場合

⑥検査費用の支払いについて

都道府県知事は、請求を受けたときは、その内容を審査して支払額を決定し、速やかに

支払うものとする。

第4 実施に当たっての留意事項

本事業の企画及び立案に当たっては、事業を効率的、効果的に実施するため、関{系機関等

と連携を密にし、地域の実情に応じた事業の推進に努めること。

また、検査等の実施に際しては、偲人のプライバシ一等人権の保護に十分配慮すること。

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



(別表)

定期検査費用の助成における自己負担限度額表

自己負担限度額

階層区分 ( 1回につき)

肝硬変

慢性肝炎 肝がん

甲 市町村民税(所得割)課税年額が 2， 000'円 3， 000円

235，000円未満の世帯に属

する者

乙 住民税非課税世帯仁属する者 0円 0円
、、
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判定結果 (HBs抗原検査)
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今回検査を受けた日を覚えておき

ましょう。自覚症状などがあれば、

再度検査を受けましょう。

判定結果 (C型肝炎ウイノレス検査)

HCV抗体の検出

(※省略可能)

日 C V 抗体検査

「現在、 C型肝炎ウイルスに感染し

ている可能性が高いJと判定

「現在、 C型肝炎ウイルスに感染し

ている可能性が低いj と判定

〈二レ 〈二レ
今回検査を受けた日を覚克ておきまし

ょう。自覚症状などがあれば、再度検

査を受けましょう。

医療機関の受診を強く勧めます。

一度は専門医を受診しましょう。

<注意事項>

HBs抗原検査が陰性となった場合にも、身体のだるさ等の症状や肝機能異常を指捕さ

れた場合などには、必ず医師に相談してください。

また、日常生活の場では、 C型肝炎ウイルス (HCV)に感染することはほとんどない

ことがわかっています。したがって、毎年くり返してC型肝炎ウイルス検査を受けなく

ても、現在のところ、上図に示す手順を踏んだ検査を 1回受ければよいとされています。

なお、 「現在、 C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低いJと判定された場合でも、

C型肝炎ウイルス (HCV)以外の原因による肝炎になる可能性があること、検査後新

たにC型肝炎ウイルス (HCV)に感染する場合(きわめてまれとされています。)が

あること、検査による判定には限界があることなどもありますので、身体のだるさ等の

症状や肝機能異常を指摘された場合などには、必ず医師に相談してください。
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(男rj紙様式例 1)

事項

実施対象

肝炎の啓発実施

肝炎ウイノレス検

査の勧奨

肝炎ウイルス検

査の受診者等

職域検査促進事業における実施状況報告

報告者名称

連絡先住所、電話番号

( 年度)

報告内容 備考

保険者名

(事業所名)

(検診機関名)

実施の可否 実施 / 実施していない

啓発対象者数 人

実施方法 (資料配付、一説明会、他)

実施の可否 実施 / 実施していない

実施期間 年 月 ~ 年 月

勧奨実施者数 人

実施期間 年 月 ~ 年 月

受診者数 人

陽性者数 人

> (注)啓発、勧奨を実施した範囲に応じて作成するものとする。この際、各人員については、

報告可能な範囲で記載するものとし、注記すべき点があれば備考欄に記載のこと。

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



(別紙様式例 2)

肝炎ウイノレス陽性者フォローアップ事業参加同意書

肝炎に感染した場合、自覚症状がないまま病気が進行し、慢性肝炎、肝硬変、肝がんへと

重症化する 可 能 性 が あ ります。)

そのため、すぐに治療の必要がない場合でも、定期的に医療機関を受診し、ご自身の状態

を確認することが重要です。

00 (都道府県・市区町村)では、肝炎ウイノレス陽性者の方に対するフォローアップ事業

を行っています。

，F フォローア yプ事業へご参加いただいた場合、年 1回調査票をお送りして、医療機関の受、1

1診状況や治療内容を確認させていただきます。

E また、必要に応じて電話等でご連絡を差し上げる場合があります。 ! 
i 本事業にご参加いただいた方には、随時必要な相談支援を行うほか、肝疾患治療の最新情 i
i報や相談会・講習会等のご案内を差し上げます。 J 

.なお、本事業で入手した個人情報につきましては、本事業の中でのみ使用し、その他の目.

的に用いることはありません。

下記のいずれかにチェックをつけて、必要事項をご記入の上、ご提出ください。

口 フォローアップに同意する

口 フォローアップに同意しない

氏名(自署): 性別: 男

生年月日: 生 月 日 電話番号:

住所:干

{同重書の提出先及びお問い合わせ先】

干OOO~OOOO 00県00市00町0-0-0

00 (都道府県・市区町村)00部00課 (TE L 00-00-0000) 

仁、

女
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(別紙様式例 3)

医療機関の受診状況等に関する調査票

本調査は、 00(都道府県・市豆町村)肝炎ウイノレス陽性者フォローアップ事業に参

加いただいた方を対象に、医療機関の受診状況や治療内容を確認し、必要な相談支援を

行うことを目的に年 1回実施しております。

調査のご回答を受けて、当方からお問い合わせをさせていただく場合があります。

なお、個人情報及び回答内容につきましでは、本事業の中でのみ使用じ、その他の目

的に用いることはありません。

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

[本調査に関するお問い合わせ先]

0"0 (都道府県・市区町村)00部00課 (TE L 00-00-0000) 

【肝炎に関するご相談窓口]

00病院肝疾患相談センター (TEL 00-00-0000) 

間 1 過去 1年以内に肝臓の病気に関して医療機関を受診しましたか。

ロはい(直近の受診日: 年 月ころ 医療機関名:

口いいえ(受診をしていない理由:

問 2 . (問 1で「はいJと回答した場合)差し支えなければ、説明を受けた病状を教えて

下さい。

口無症侯性キャリア (B型肝炎ウイルス・ C型肝炎ワイノレス)

ロ慢性肝炎 (B型肝炎ウイルスによる・ C型肝炎ウイノレスによる)

口肝硬変 (B型肝炎ウイルスによる・ C型肝炎ウイルスによる)

口肝がん (B型肝炎ウイノレスによる・ C型肝炎ウイルスによる)

口その他(

問3 (間 1で「はしリと回答した場合)現在の治療状況と今後の予定を教えて下さい。

口肝臓病の治療を現在受けている。または今後受ける予定である。

i参差し支えなければ、治療内容を教えて下さい。

口インターフエロン治療.

口核酸アナログ製剤治療

口その他(

ロ肝臓病の治療は受けていない。または今のところ治療の予定はない。

与今後の予定をご回答ください。

口経過観察(次回り受診臣安: ころ)

口その他(• 

間 4 その他、ご意見やご質問などありましたら、ご記、載ください。

お名前(または 1D) 記載年月日: 年月 日
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(別紙様式例4-1) 

肝炎検査費用請求書(初回精密検査)

年月日

000知事殿

肝炎検査(初回精密検査)に要した費用を下記のとおり請求します。

請求金額: 円

請求者氏名: 印

フリガナ 性別 生年月令日
“一一“一一一一叫一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一

対象者氏名 男女 年 月 日生

丁

住 所

電話番号

被保険者 請求者

氏 名 との続柄

保検種別 協・組・共・国・後
被保険者証

加入医療 の記号・番号

イ呆 p位央八 被保険者証

発行機関名

所在地
、

f 

フリガナ
一一……ー…一一 …一一.，.._-_._---… 一一…一日同一一一一一一一M一一日…一一一一一一一一一一........__....._......_

口座名義

振込口座
金融機関名 |庖告書名

口座種別 口座番号

職域の肝炎ヴ 口 00都道府県が、上記対象者が職域で実施する肝炎ウイルス検査を受けたことを確
イノレス検査を

認するため必要があるときは、上記対象者が職域で実施する肝炎ウイルス検査を受け
ー受けた場合の

たかどうかについて、添付の肝炎ワイノレス検査結果通知書又は職域検査受検証明書に
医療機関への
照会(レ印) 記載の医療機関に照会を行い、当該医療機関から回答を受けることに同意じます。

※ 「職域の肝炎ウイルス検査を受けた場合の医療機関への照会Jの欄には、対象者本人が同意する場合ピレ印を記入して

ください。

※ 本請求書に医療機関の領収書、診療明細書及び肝炎ウイノレス検査の結果通知書を添付してください。

※ 職域で実施する肝炎ウイノレス検査を受けた場合は、職域検査受検証明書(保有している場合に限る。)及び陽性者フオ

ローアップ丙同意書(同意をしていない場合に限る。)も添付してください。

※ 医療機関によっては、診療明細書等に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。
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職域検査受検証明書

(別紙様式例4-2) 

下記の者について、当機関において、職域で実施する肝炎ウイルス検査を受け

たことを証明します。

記

氏 名:

検査番 号:

検 査 日: 年 月 日

検査結果通知日: 年 、月 日

※ 検査番号には、検査結果通知書に記載された個人識別番号を記載する。検査番号に代文

て、住所、性別及び生年月日を記載することができる。

※ 氏名は、記載を省略することができる。ただし、検査番号に代えて住所等を記載する場

合を除く。

※ 検査日は、記載を省略することができる。

年月日

医療機関名:

所在地:

電話番号:

n
H
y
 

r
r
r
 

(注)

※ 本証明書は、職域で実施する肝炎ウイノレス検査において陽性と判断された方が都道府県

に初回精密検査費用の助成を請求する際に、添付書類として必要となるものです。

※ 初回精密検査費用の助成を受けるには、お住まいの都道府県又は市町村が行う涯療機関

受診状況のフォローアップロに同意していただくことが必要となります。初回精密検査費用

の助成について詳しくは、お住まいの都道府県の肝炎対策担当部署にお問い合わせ下さい。
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(別紙様式例4-3) 

中御(医療機関名)

職域での肝炎ウイルス検査の実施に関する照会について

下記の者について、 00都道府県において肝炎ウイノレスに係る初回精密検査費用の助成を

行うに当たり必要で、あるため、下記の者が貴機関において、職域?で実施する肝炎ワイノレス検

査を受けたかどうかについて照会しますので、下記の回答欄に記入の上、返信して下さいま

すようお願いします。

なお、本照会に貴機関が回答することについては、本人の同意を得ています。

(注)下記の者が職域で実施する肝炎ウイルス検査を受けたかどうかについて、干記の者の職場等に

.照会しないで下さい。 〆

ロい一-一一日

フリガナ 性別 生年月 日I

一…-_..-………ー…一一一一………一一一一一一一

氏 名 男女 年 月 日生

T 
{主 所

検査日 年 月 日 検査結果通知日| 年 月 日

日

00県口口部ムム課担当者:

月年

所在地:

く医療機関回答楠>

※ 以下のいずれかにチェックの上、返信して下さい。

、口 上記の者は、当機関で職域で実施する肝炎ウイルス検査を受けた者と認めます。

口 上記の者は、当機関で職域で実施する肝炎ウイノレス検査を受けた者と認められません。

電話番号:

年 月 日

医療機関名:

担当部署・担当者:

所在地:

電話番号:
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(別紙様式例4-4)

肝炎検査費用請求書(定期検査) ( 年度回目)

年月日

000知事殿

肝炎検査(定期検査)に要した費用を下記のとおり請求します。

フリガナ

対象者氏名

住 -所

加入医療

保 日~~尺

振込口座

省略書類

(レ印)

γ 

電話番号

被保険者

氏 名

保険種別

被保険者証

発行機関名

所在地

フリガナ

‘請求金額:

請求者氏名-

性別

男女

請求者

との続柄

協・組・共・国?後
被保険者証

の記号・番号

生年月

年 月

円

印

日

日生

嶋田山町._".w.開“一一"ー"一一白川....，.一………..…一一…一一_.._.._..・H・-“一…ー……一山町一一…一一………一回……ー…・山......_..-....…一…-，..，…-…-_...…-..__.."..-..，.

口座名義

金融機関名 庖舗名

口座種別 口座番号

-以前に定期検査費用の支払いを受けた場合、又は 1年以内に肝炎治療特別促進事業で

医師の診断書を提出した場合(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった

場合は除く。)

-医師の診断書以外のものであって、都道府県が定める方法で病態を確認できる場合

口 医師の診断書

-同一年度内で、 2回目の申請又は肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付の後本申請

を行う際に、以前の申請時と同様の内容の書類である場合

口 世帯構成員の住民票の写し

E 世帯構成員の課税等証明書等又は住民税非課税証明書

口 市町村民税額合算対象除外希望申請書

※ 「世帯構成員」とは、申請者が属する住民票上の世帯のすべての構成員のことをいいます。

※ 本請求書に医療機関の領収書、診療明細書、世帯構成員の住民票の写し、世帯構成員の課税等証明書等(必要により市

町村民税額合算対象除外希望申請書)又は住民税非課税証明書、及び医師の診断書を添付してください。なお、上記要件

に該当する場合は、該当書類を省略することができます。

※ 医療機関によっては、診療明細書や診断書に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります己
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(別紙様式例 5)

フリガナ

定期検査費用の助成に係る医師の診断書

性別|生年月日

男女| 年月日生患者氏名

丁

住所

電話番号 ( ) 

肝炎ワイル| 該当する項目にチェックをしてください。

スマーカー ※抗ウイノレス治療後の場合は、治療開始前のデーターに基づいて記載してもよいです。

口 B型肝炎ウイノレスマーカー ( HBs抗原陽性 ・ HBV-DNA陽性)

口 C型肝炎ウイルスマーカー ( HCV抗体陽性 ・ HCV-RNA陽性)

診 断 | 該当する診断名にチェックしてください。

※各病態の治療後の場合は、「その他jの括弧内にその旨を具体的に記載してください。

口慢性肝炎

口肝硬変

口肝がん

口その他 ( 

島
C

他

す
の
載
項

そ

記

事

上記のとおり診断します。

記載年月自 年月 日

医療機関名及び所在地

医師氏名
門
川
ド

に
」
'

※「診断J構の「その他Jは、抗ウイノレス療法による治療を受けた後で経過観察を行っているなどの

場合に記入する。
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030紙様式例 6)

医師の診断書に代わる方法としての事前協議申請書

厚生労働省

健康局がん疾病対策課

肝炎対策推進室長殿

年月， 13 

定期検査の申請に必要な医師の診断書に代わる病態の確認方法として、下記の通り事前協

議を申請します。

代替方法の|※代替方法に記載されている内容やその作成者等について記載してください。

具体的な内

容

一-I 1-，¥;替方法と|※肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後

しての妥当! の経過観察を含む)を確認することができる、と判断する根拠を記載してく

性 | ださい。

その他特記

事項

※、申請にあたっては、代替方法の内容が具体的に分かるような見本等の参考資料を添付し

てください。

都道府県名 00衛生主幹部(局)

00課長

担当者 :00
連絡先 :00
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(別紙様式例 7)

定期検査費用の助成における市町村民税額合算対象除外希望申請書

(市町村民税額合算対象除外希望者-記載欄)

下記の者については、申請者本人との関係において配偶者に該当せず、

かっ、申請者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上・医療

保険上の扶養関係にない者であるため、所得階層区分認定の際の市町村
r、

民税額の合算対象から除外することを希望Lます。

記

除外希望者氏名(フリガナ)

申請者氏名(フリガナ) FP 
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